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次世代エネルギー対策調査特別委員会記録 
 

○開催日時 
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───────────────────────────────────────── 
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───────────────────────────────────────── 
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   委  員  宮 里 兼 実 

委  員  今塩屋 裕 一 

委  員  徳 永 武 次 

委  員  下 園 政 喜

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１人） 

   副委員長  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  川 畑 善 照 

   議  員  杉 薗 道 朗 

   議  員  佃   昌 樹 

議  員  谷 津 由 尚 

議  員  成 川 幸太郎 

議  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   新エネルギー対策監  松 枝 賢 治 

   新エネルギー対策課長  久 保 信 治 

主 幹  手 島 哲 平 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   課 長 代 理  南   輝 雄 

   主 幹  久 米 道 秋 

議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 
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○審査事件等 

次世代エネルギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査 

１ 次世代エネルギー関連実施事業の進捗状況について 

２ 甑島における「蓄電池実証事業（環境省補助金）」事業採択に向けて 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（森永靖子）それでは、ただいまから

次世代エネルギー対策調査特別委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）御異議ありませんので、

そのように審査を進めたいと思います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時、許可いたします。 

─────────―――───── 

△次世代エネルギーによる地域開発及び雇

用創出に関する調査 

○委員長（森永靖子）それでは、次世代エネル

ギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査を

議題といたします。 

─────────―――───── 

△次世代エネルギー関連実施事業の進捗状 

況について 

○委員長（森永靖子）まず、次世代エネルギー

関連事業の進捗状況についてに入ります。当局に

説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）おはよ

うございます。それでは、資料１、この横書きの

資料で御説明したいと思います。次世代エネル

ギー関連事業の進捗状況という資料でございます。 

 資料をあけていただきますと、１ページから

５ページまでは見出しとポイントということにな

っております。数字の１、２、３の上のほうに、

四角囲みで新規と書いてございます。それから、

アンダーラインが引いてございますのが、昨年度、

１２月１７日に実施されました特別委員会資料で

御説明したものから新規に出たもの、それから変

わったものをアンダーラインで示してございます。

１から５ページにつきましては、ポイントと見出

しでございますので、詳細につきましては、

６ページ以降で御説明したいと思います。 

 それでは、７ページをごらんください。１、ス

マートグリッド実証試験、そして見守りサービス

実証事業ということで、新規となっているのが、

この見守りサービス実証事業でございます。 

 ①の本市と九州電力で、今、共同で実施してお

りますスマートグリッド実証実験の一環として、

電力の見える化といったものができるようになっ

ております。現在のところ、申し込みが３７９件

ございましたうち、実際、実証実験に参加してい

ただけるというふうになっておりますのが約

２５０件ということで、今月から機器の取りつけ

に入っているところでございます。７月ぐらいか

らを本格的な実証実験というふうな位置づけでや

っておりますが、電力の見える化の中で、見守り

実証ができないかというような実証実験をやるも

のでございます。今はそういったことで、機器の

取りつけ作業に入っているところでございまして、

今後はそこの上に乗せられるかどうか。さらには、

また取りつけを別にしてやっていくかということ

につきまして、検討していくというようなもので

ございます。 

 続きまして、９ページをごらんください。ス

マートハウス（モデル）実証事業でございます。

③番にございますけども、２月１７日に対外公表

をいたしました。並行して無償貸与に係る公募を

実施したところ、５団体、１０企業から約

２,５００万円ほどの協力を得ております。そして

今、入札広告を行いまして、建築、電気、機械、

地中熱工事に係る入札広告は全て終わりまして、

約５,０００万円で発注しておるとこでございます。

７月末をめどに完成を目指しているところでござ

いますが、昨今、新聞報道でございますとおり、

人材不足であったり、資材の高騰であったりとい

うことで、なかなか思うようにいかない状況では

ございますが、若干おくれる可能性があると認識

しておりますが、今のところは７月末を目指して

頑張ってるとこでございます。スマートハウスに

ついて、御説明を終わります。 

 続きまして、１１ページでございます。３の次

世代エネルギーフェアでございます。②の市制施

行１０周年記念事業としまして、本年２月は記念

事業ということで、生涯学習フェスティバルとあ

わせて実施することとしています。これにつきま

しては、昨年度、要するに本年の２月２２から

２３に実施したものが成功したということもござ

いまして、今年度も来年２月に実施するものでご

ざいます。約２万人ほどの人出がございまして、
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下にございますコムスの展示でありましたり、ミ

ニ太陽光の発電ワークショップであったり、よし

もとの笑エネＬＩＶＥ、それから、自転車等によ

る発電体験といったものを実施しております。 

 アンケート調査につきましても、例年県が実施

されているアンケート実施よりも、非常に多くの

方々がアンケートに協力していただいておりまし

て、その中のものを少し紹介しますと、アンケー

トに答えていただいた方の割合でいきますと、男

性が４割、女性が６割という形でございます。そ

の中で、今回のイベントで非常にその理解が深ま

りましたかという御質問をしたところ、「非常に

深まった」、「少し深まった」という両方を足し

たところ、約８８％が非常に興味を持ち理解が深

まったという回答を得ているところでございます。 

 アンケートの自由意見の中には、楽しかったと

いう言葉が非常にたくさん出ておりまして、やは

り、楽しい体験、体感を通しながらこういったこ

とに御理解をいただくということが大事かなとい

うことを実感したところでございますので、今年

度も来年２月に１０周年冠事業として実施するも

のでございます。 

 続きまして、１２ページの４、ＦＭさつません

だいを活用した普及啓発事業ということで、新規

でございます。 

 本市が次世代エネルギーを活用したまちづくり

を推進していくためには、幅広い市民の理解促進

を得ることが必要ということで、ＦＭさつません

だいを活用しまして、不特定多数の方にきめ細か

い情報を発信してるということでございます。今、

Ｓタイム、毎週金曜日の８時から８時半の番組枠

を購入しまして、おはよう次世代エネルギーと題

しまして、本市が取り組んでいます事業、イベン

ト等について御紹介してるとこでございます。

４月４日から、先週現在で７回、７名の人間で今

情報発信してるとこでございます。１クール

１３回ということで、４クールを購入しておりま

して、１クール開催したところで振り返りながら、

次の３クールをうまく回していきたいと思ってお

ります。 

 このほかに、ＦＭさつませんだいには、協力し

てもらうところとしましては、例えば、我々が今

実証しています甑島におけるＥＶ車の導入、小型

モビリティの導入につきまして取材をしていただ

いたり、スマートハウス等で生中継していただい

たりというようなことについても契約をしてると

ころでございます。 

 これが、ＦＭさつませんだいの活用ということ

で、御紹介いたします。 

 続きまして、１３ページが市民普及啓発に向け

た次世代エネルギーブックレットということでご

ざいますが、③の平成２５年度の出前授業は、

８校で実施しておるという御説明でございます。

平成２４年度は、このブックレットはございませ

んでしたが、２校実施しておりまして、昨年度が

８校、今年は今月で今２校、あと申し込みが９校

ございまして、１１校は今決まってるところでご

ざいます。 

 今後も、こういったものを発信しながら、先生

方の横の連携、非常に評判がいいということであ

れば、どんどん申し込んでもらうというふうなこ

とで考えてるとこでございます。今月は、５月の

２１日に水引中学校のほうで、私のほうが説明す

るということになっております。 

 続きまして、１４ページが地球にやさしい環境

整備事業でございます。変わったところが②のア

ンダーラインのところですが、今年度から家庭用

の蓄電池も補助に拡充しました。③ですけども、

さらに電気自動車に関しましては、国の補助事業

に対応しまして、超小型モビリティ、甑島に走っ

ておりますコムスも補助対象としております。 

 下のほうに、今年度の実績状況でございますが、

５月９日現在、執行率約６.６％ということでござ

います。昨年度の実績をちなみに御説明しますと、

太陽光が２９４件、４,６００万円程度、電気自動

車が１０件の２００万円、電動アシスト自転車が

５７件、１６０万円程度、それから家庭用燃料電

池が１件というふうなことで、合計５,０００万円

の補助をしているところでございます。本年度は、

国のほうが太陽光発電の補助金を打ち切りました

が、薩摩川内市は引き続き太陽光発電についても

補助制度を続けていくということとしております。 

 続きまして、１５ページが、７ですけども、公

用車ＥＶ（電気自動車）導入事業ということで、

新規でございます。「エネルギーのまち」を積極

的にＰＲするために、公用車として電気自動車を

導入するということで、通常は公用車として活用

し、休日はイベント活動用として一般市民へ無料
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貸し出しするカーシェアリングを実施し、電気自

動車を体感していただけるようにしたいというふ

うに考えております。 

 今回は、甑島ではなく、本庁に２台、本土４支

所に各２台ずつを導入していきたいというふうに

考えてるとこでございます。入札により、リース

方式で今考えておりまして、車については、公用

車を考えますと、左側のミニキャブタイプがいい

のではないかということで、今、この予算につき

ましては、財産活用推進課のほうに執行していた

だくということになっております。 

 続きまして、１７ページが、８、総合運動公園

防災機能強化事業でございます。内容については、

今までも説明しておりますが、変わったところは

②のアンダーラインのところで、２月３日から運

転開始をしておりますということでございます。

２月３日から本格的な売電事業も進めておりまし

て、ちなみに３月分が２２０万円の売電収入、

４月分が３３０万、５月分が３４０万円というこ

とで、試運転をしました１月からの累計が

１,０００万円を超えている売電収入となっており

ます。売電の価格については、４０円プラス税金

という形で売電しております。リース料金につき

ましては、３００万円、月というふうな形で計算

しておりますので、前々から御説明してます

２０年間のリースで売電収入と大体イコールにな

るようにっていうふうなことを申し上げてました

が、今のところ、順調に売電収入イコールリース

料金というふうな形になってるというような状況

でございます。 

 通常は、このような形で普及啓発を図りながら、

災害時になりましたら、この電気は総合運動公園

の避難施設のほうへ入れ込むことができるという

ふうなことでございますので、イニシャルコスト

は限りなくゼロに近い形にしながら、防災機能を

強化した事業ということで、非常に各県、九州県

内の各県、それから全国からも注目されておりま

して、問い合わせも多いというような事業でござ

います。 

 続きまして、１８ページが、９番、川内駅低炭

素化実証事業でございます。 

 変わったところは③でございますが、昨年度に

太陽光、風力、蓄電池、ＥＶ活用等の導入につい

て、国土交通省の補助事業を活用して調査をして

おります。今年度は、次世代エネルギー設備等の

導入等につきまして、今、下に絵がございますが、

補助事業の活用について、検討してるところであ

ります。まずは環境省に補助申請をしておりまし

て、環境省、それから続いて経済産業省の補助事

業といったものを活用しながら、補助制度を活用

して、ここに整備しようというものでございます。

今の進捗状況はこういった状況でございます。 

 続きまして、１９ページが、公共施設の「屋根

貸し」による太陽光発電事業ということでござい

ます。これにつきましては、④のところですが、

提案された３３施設に３事業者が手が挙がってお

りますが、現在まで２事業者、それから４施設と

協定を結んでおります。 

 具体的に申しますと、１事業者、これはアーチ

デンキ株式会社ですが、西方コミュニティセン

ターで実施しておりまして、売電の発電能力が

２３キロワットということで、１平米当たり

１０８円で年間使用料１万７,６８０円ということ

で契約をしております。 

 それから、南国殖産が３施設ということで、亀

山小学校、川内小学校、育英小学校ということで、

合計４０キロワットの今契約をしておりますが、

まだ設置に、工事に至っていないというような状

況でございます。 

 あとの１事業者につきましては、今、屋根の強

度計算を進めていらっしゃいまして、３施設全部

できるというような状況には、もしかしたらなら

ないという御意見も今伺っているとこでございま

す。屋根を２０年間事業者のほうで面倒を見ない

といけないということになっておりますので、今、

強度計算を含めて検討されている状況でございま

す。 

 続きまして、２１ページが次世代エネルギー事

業推進補助事業でございます。これは、次世代エ

ネルギー導入、推進を図るため、土地・建物の賃

借、取得にかかるときに、どうしても固定資産税

というものがかかってまいりますので、その固定

資産税相当額を計算式としまして、１００万円を

限度として課税開始後３年間キャッシュバックす

るような補助金でございます。今、ホームページ

で周知しておりまして、本年度からこういった申

請があるものと考えられております。 

 出力発電設備につきましては、太陽光５０キロ
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ワット未満、風力２０キロワット未満、水力

２０キロワット未満は除く、それ以上の大きなも

のについて補助をするというふうなものでござい

ます。今年度から上がってくるものと思っており

ます。 

 続きまして、１２でございます。２２ページ、

ＬＥＤ街路灯導入事業、これは、新規でございま

す。 

 ①でございますが、右下にございます次世代エ

ネルギービジョンアンケート調査において、本市

の一番の困り事は、街灯が少なく夜が暗いという

ことでございました。現在、街路灯が少ない箇所

に独立型街路灯を設置するということで、今、検

討しておりますが、単に既製品を導入するのでは

なく、市内の企業連携協議会、それから川内商工、

ポリテクカレッジといったようなところで、産学

官といった形で内発型産業を育成するっていうこ

とで、今検討をしているとこでございます。５月

３０日に、またポリテクで会議をすることとなっ

ておりまして、最終的なリースの導入の方法であ

ったり、デザインであったりというところを今詰

めているところでございます。 

 設置箇所につきましては、コミュニティ協議会、

それから自治会がつけるところではなくて、市が

独自に今つけてるところで、できれば目立つよう

なところで、皆さん方にわかるようなところを今、

同時選定をしているところでございます。 

 続きまして、２４ページが甑島ＥＶレンタカー

導入実証事業でございます。これは、昨年の８月

から実施しておりますので、１年間データをとる

必要から、今年度も引き続きやっているものでご

ざいます。昨年度８月から３月までの実績で説明

しますと、ＥＶ３台で３２３回動いておりまして、

走行距離６,９４２キロ、燃料でいいますと、電気

とガソリンを比べた場合の約６万円の燃料費の削

減ができるということです。 

 ＣＯ２に換算しますと、ブナの木約５５本程度の

ＣＯ２を削減できてるという、今、結果を得ており

ますが、今後、４月、５月、６月、７月といった

形でさらに観光シーズンを迎えますので、どうい

ったことになるかということを注視したいと思っ

ております。 

 続きまして、２５ページが１４番、超小型モビ

リティ導入実証事業でございます。この超小型モ

ビリティにつきましても、昨年の８月１日から実

証を開始しておりまして、２０台で延べ

４,９２６回、距離でいきますと１万６,０００キ

ロ、燃料でいきますと１４万円程度、ガソリンに

比べて削減できていると。ブナの木でいきますと、

１８７本のＣＯ２削減してるという結果が出ており

ます。 

 今年度も、引き続きレンタカー会社にレンタル

する、それから地区コミの方、それから公用車と

して利用するということで、４月、５月、６月、

７月、観光シーズンを迎えながら実証していきた

いと思っております。その後はまたその結果を見

まして、本土への展開といったものも考えてみた

いと思ってるとこでございます。 

 続きまして、２６ページ、１５番ですけども、

川内駅から川内港を結ぶシャトルバスでございま

す。変わったところは、「４月２日から運行を開

始しています」というところでございます。現在

のところ、主だった事故等もございません。 

 それから、昨日ですけども、防災訓練の中で、

この電気バスを持っていきまして、９０キロとい

う大きな電気容量を使いまして、避難施設の横に、

ちょうどエアーテントをつくってありましたが、

そこの電源に使ったり、ＬＥＤ灯をつけて防災機

能としても使えるといったものを、きのうも紹介

したところでございます。 

 続きまして、２７ページが、１６番ですけども

電気自動車充電インフラ整備事業、これ、新規で

ございます。昨年度３月議会で補正を認めていた

だいたものでございます。今現在、９カ所につい

て国の申請を実施しまして、国からは補助金につ

きまして、オーケーということでいただいており

ます。さらに、４大自動車メーカーのほうからも、

支援は大丈夫ですということで、国と４大自動車

メーカーの支援をいただきながら設置していこう

というふうに考えております。 

 具体的には、市内をめぐる将来的な観光ルート

化も念頭に置きながら、具体的に配置していこう

というふうな考え方でおります。最初は、まずこ

の本庁、それから本土４支所の公用車に充電でき

るような形、それから民間の方も充電するような

形で、公共施設からまずつけていきたいというふ

うに考えております。それから、高速船ターミナ

ルであったり、運動公園であったり、寺山であっ
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たり、清流館であったりというところにも計画し

ておりますが、一昨日の新聞報道によりますと、

ファミリーマートで全国５００カ所につけていく

という話も聞いておりますので、早速再来週です

けども、ファミリーマート、それからローソンと

いったところの会社に伺いまして、我々が公共で

置くのも必要ですが、民間活力を利用しまして、

民間の方々に建てていただくということも重要で

はないかということで、本庁、本土４支所以外に

ついては、例えば民間の活力を使うといったもの

もできないだろうかということで、今後は拡充に

努めていきたいと思っております。 

 その他の商業施設でございますタイヨーさんで

あったり、プラッセさんであったり、それからニ

シムタさんといったところにも出向いていって、

そういったところで充電設備を国の補助金と、そ

れから４大メーカーの支援を使いながら実施でき

ないできでしょうかといったような協議も進めて

いきたいというふうに考えておるとこでございま

す。 

 続きまして、２８ページでございますが、小鷹

小水力発電設備見学施設整備事業、これは新規で

ございます。 

 ３０ページの１８番の小鷹井堰地点らせん水車

導入実証事業と関係しますので、３０ページから

説明しますと、小鷹井堰のらせん水車事業につき

ましては④です。１年間の流量調査を終えまして、

５月１日に県のほうに水利権許可申請書を提出い

たしました。今年度下期から工事着手ということ

になっておりますが、基本的には水路を触るもん

ですから、どうしても稲刈り、稲が終わった状態

から水路には触りたいということになります。で

すから、９月ぐらいから仮設工事であったり、加

飾工事であったりといったものを進めて、本格的

には稲刈り後に水路を触っていくというふうな工

事になっていくと考えられます。 

 それでは、戻っていただきまして、２８ページ

は、そのときにせっかくでございますので、今回

導入するらせん水車っていうのは、直径が２メー

ター２０で、長さが６メーターほどある非常に大

きな水車であります。そして、全国的にも導入が

少ないということもありまして、さらに発電の仕

組みが見えるということもありまして、観光や教

育の場として積極的な活用が図れないかというこ

とであります。 

 具体的には、見学ヤードの設備であったり、既

存駐車場を整備したり、それから清流館がどうし

ても、トイレはあるんですけども、バリアフリー

でなかったりといったところがございますので、

そういった改修を行い、そこに急速充電器を設置

するところと一緒に、整合性を図りながら整備を

図っていくというものでございます。これが、

１７番の小鷹小水力発電設備見学施設整備事業で

ございます。 

 続きまして、１９番、３１ページが産学官連携

デジタルグリッド実証事業でございます。これに

つきましては、東京大学のデジタルグリッドコン

ソーシアムと、電力の融通といったものについて、

最終的に目標としながら、家の中で快適でありな

がら、さらには発電所のピークをつくらないよう

な施設ができないだろうかということで、実証事

業を行うものでございます。まだスマートハウス

ができておりませんので、今、室内試験において

は十分こういったことができてるような状況であ

りますが、でき上がったらばそこに設置するとい

うような状況となっておるとこでございます。 

 ３２ページが２０番、再生可能エネルギーによ

る地域防災機能強化に関する共同研究事業でござ

います。これにつきましては、昨年度に九州大学、

鹿児島大学及び企業と産学官連携による準備会合

を立ち上げまして、今年度からは共同研究会と位

置づけまして、実証試験に向けたモデル構築や、

地点・費用推定等を行いまして、早期の中間報告

を行うというふうなもので、今、頑張ってるとこ

でございます。４月、５月で２回共同研究会を開

催しまして、３回目は６月５日となっております。 

 基本的な考え方は、災害。薩摩川内の場合は水

害で悩まされておりますわけでありますので、水

害が起こった場合において、停電が長く続くと。

そういったときに、避難所にどのような電源を確

保していくか。避難所においても長く避難した場

合においての電源確保、それから避難所から集会

所等への電源の確保。グリッド内も。グリッド、

要するに配電もやられているわけでありますので、

その配電についてのその後の復旧についての優先

順位の選定と、そういったものも含めまして研究

し、できましたらば６月末に中間報告を行いたい。

この理由は、６月末ぐらいから国が概算要求とい
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う形でいろんな資料をつくってまいりますので、

我々が考えてる実証実験を国の制度の中に織り込

んでいっていただくというふうなことになるよう

に、６月中をめどに中間報告をつくりまして、国

へ。大きな費用がかかりますので、働きかけてい

きたいというふうなもくろみで、今、頑張ってい

るとこでございます。 

 続きまして、３４ページが２１番、スマートグ

リッド実証実験でございますので、先ほど御説明

したところでございますが、今、約２５０戸のモ

ニターということで、７月から実証試験を始める

ということとしております。 

 続きまして、３５ページ、２２番、分散型エネ

ルギーインフラ導入可能性調査事業ということで、

昨年度１２月に補正でいただきまして、総務省の

１００％補助金という形で調査を実施しておりま

す。調査事業者は三菱電機株式会社として、調査

報告書を総務省へ提出しております。 

 具体的なイメージとしましては、下の図にあり

ますとおり、島内には、再生可能エネルギーを入

れるためには、どうしても蓄電池というものが必

要になってまいりますので、蓄電池等を入れなが

らそのエネルギーインフラをＩＣＴを使って制御

していく。その中にＩＣＴがありますので、市民

サービスといったものを事業展開できないかとい

うことで、報告を上げたところであります。 

 昨年度は３１地区でございましたが、今年度は

８地区ぐらいを選定されるということで、２２日

まで公募が上がっております。今年度は、具体的

なエネルギーインフラのマスタープランをつくり

なさいというふうなことで、少し趣が変わってお

りまして、熱とか電気とかいったものを、自治体

のほうで水道とか下水というふうなインフラと同

じように、自治体も電気とか熱とかいったエネル

ギーインフラの導入を図りながら、地域活性化に

つなげたらという形で、かなりちょっと趣が少し

変わってきてるところでございまして、２２日の

公募にどういうふうに手を挙げるか、挙げるとし

たらどうなるかということで、今、検討してると

ころでありますが、非常に今、困難を極めている

状況でございます。 

 以上で、ちょっと長くなりましたが、次世代エ

ネルギー関連事業の進捗状況について御説明いた

しました。よろしく審査を賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（森永靖子）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 一度に全部説明していただきましたので、項目

が多いので、質問の際には何ページというふうに

おっしゃっていただいたほうがわかりやすいかな

と思いますので、お願いします。それでは、御質

疑願います。 

○委員（江口是彦）では、１６番の電気自動車

充電インフラ整備事業、２７ページです。これと

の関連で、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 一つは、市内での電気自動車の普及拡大を図っ

ていくっていうことですので、市内での民間のそ

ういう導入、そういうのがどれほど見込まれてい

くのか。それと、県内での他の自治体も含めた動

き等、わかる範囲内で教えていただければと。 

 それと、これはもう国策も含めてになるかもし

れませんけど、自動車会社等ユーザーの今後の見

込み、生産も含めてそういう計画等についても、

調査っていうか、されていると思いますので、今

後のユーザー等の動きもわかる範囲で教えていた

だきたい。 

まず市内、そして県内他自治体のこと。そして

あとは全国的な流れも含めてです。充電施設も含

めて、あわせて教えていただければ。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）大きく

二つの質問があったと思います。市内、県内の動

き、それから国、国策としてのＥＶ車の動きとい

うことで、二つの御質問だったと思います。 

 まず、市内、民間企業についてでございますが、

やはり電気自動車と、この充電インフラというの

は、鶏か卵かということで、切っても切れない中

にあります。 

 充電インフラ、急速充電器っていうのは、約

１基当たり５００万以上かかります。ランニング

コストも、電気代ということでかかっていきます

ので、国とそれから４大自動車メーカーは、第

３期のＥＶ車のブームということで、必ずこれは

物にしたいという話を聞いておりまして、充電イ

ンフラにつきましては１,００５億円の国の予算が

ついておりまして、それから、４大自動車メー

カーにつきましても、国が支援して、後のイニシ

ャルコスト、それからランニングに係る電気代も

含めて、４大メーカーが支援するということで発
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表をされていますので、かなり力を入れていると

いうことでございます。 

 本市も、その事業に乗っかるような形でござい

まして、国の補助金、それから４大メーカーとい

う形で、今、リーディング的にまず公共側のほう

でやるということとしております。 

 市内、それから民間の動きですが、市内にはほ

とんど今のところ動きはございませんが、先ほど

言いました民間というところで、ファミリーマー

ト。南九州ファミリーマートっていうところです。

鹿児島県でいえばそういうとこではございますが、

ファミリーマートに急速充電器をつけて、２０分

程度急速充電器かかりますが、その間に買い物を

していただいたり、そこで食事をしていただいた

りというふうなことで、販路を拡大していこうと

いうふうな新聞報道がございましたので、我々も、

なるべく公共側でつける部分と民間側でつける部

分について、すみ分けをしながら拡大を図ってい

こうということを、今、もくろんでいるとこでご

ざいます。 

 それから、県内の状況、それから全国、九州の

状況でございますが、九州の中では福岡、佐賀、

熊本といったところは、すごく真剣っていうか、

失礼な言い方ですけども、かなり先進的に進めら

れているところでございますが、鹿児島県につき

ましては、いまだ屋久島だけを中心にやってらっ

しゃいまして。今回こういった事業があるという

ことで、鹿児島県内では鹿児島市と薩摩川内市と

霧島市が、充電インフラに手を挙げているという

ふうな状況でございます。県内につきましてはち

ょっと、少し温度差があるというふうな状況です

が、民間の事業者さんが動いているような状況で

ございます。 

 それから、国策につきましては、先ほど言いま

した今回の３回目のブームを何とか物にしたいと

いうことで、かなりのお金をつぎ込んでいらっし

ゃいますし、今、全国でＥＶ・ＰＨＶタウン構想

ということで、全国の都市の方の会議がございま

す。その会議の中に、自治体では薩摩川内市と愛

知県名古屋市だけですけども、入れていただいて、

全国的な会議に、どうやったら普及できるだろう

かという会議に入れていただいているとこであり

ます。今月も、５月の２８日に本省で会議がある

というところに私が行って、自治体では２自治体

しかないんですけども、そういった会議の中に入

っていくということで、何とか今回のブームを勝

ち取ろうというふうな動きでございます。 

 車のシェアについても、今は非常に少ないんで

すけども、２０３０年には２０％程度のシェアに

したいということです。 

○新エネルギー対策監（松枝賢治）補足させ

ていただきますと、先ほど御紹介いたしましたエ

ネルギー基本計画の中で、これ、まとめてでござ

いますけれども、次世代自動車というくくりの中

で、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグイ

ンハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリー

ンディーゼル、ＣＮＧ自動車、これを含めまして、

これを次世代自動車といいますけれども、これを

２０３０年までに新車販売に占めます割合を５割

から７割にしたいということを目標とさせていた

だいてるとこでございます。 

 もう一点、補足で御紹介させていただきますと、

昨年度、経済成長戦略、できたところでございま

すけれども、その中で、各ブロックごとに成長戦

略を取りまとめなさいというふうになっておりま

して、それが今年３月にまとまったとこでござい

ますけれども、その中で、九州沖縄地域の成長戦

略の中では、次世代自動車を、産業を興していこ

うというところも一つ戦略の中に入ってるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（江口是彦）ありがとうございました。

私、川内でガソリン入れて、１７２円になってて、

びっくりしたんですが、島に帰ってきのう入れて

みたら、もう２００円近くなんです。国の２０円

の補助をいただいて２０円は安くなってるんです

けど、それでも１９０幾らでしたから。そのガソ

リンの話をしながら、皆、甑島の人でさえ、あれ

が２人乗り、４人乗りの自動車なんか幾らするん

だろうかなとか、家庭の充電器で、家庭のいわゆ

る１００ボルト電源で、あれで充電できるような

時代が来るんだろうかとか、いろいろ話題になっ

たもんですから、今後の普及っていうのが一挙に

やっぱ進むのかなという思いもしたところです。

今の説明で十分ですので、ありがとうございまし

た。 

○委員（徳永武次）１９ページの公共施設の屋

根貸しの太陽光発電事業、これで売電収益は当然
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設置者の事業者に入るんですけど、市への公共施

設の目的外使用に係る使用料納付をする、市のほ

うはどの程度のものが入ってくるんですか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）使用料

につきましては、まずパネルの面積です。パネル

を垂直に投影したときの面積と、それから、パネ

ルとパネルの間をメンテナンスで使いますよね。

その分も要するに使用される面積ということに計

算をしまして、１平米当たり１００円以上を提示

しなさいということで公募をかけました。大体

１平米当たり１００円で手が挙がったところが多

いんですけども。１０８円という数字もあります

が。大体今、４施設契約したところですけども、

全部で約５４５平米、５万５,８６０円の年間の使

用料がその施設に入るというふうにしております。

施設を管理している施設管理者にそれぞれに入り

ます。 

 どうしても、建物を建てるときに、補助金をも

らってますので、目標外使用にならないように、

その建物の維持修繕に使うというふうなことを管

理者がという場合がありますので、まずその管理

者のほうに納入するということとしてます。 

 ただし、屋根の上の２０年間の保証につきまし

ては、事業者のほうで面倒を見るということにな

ってますので、我々、施設管理者のほうが屋根の

改修、２０年間面倒見ていただけるということも、

要するに提携しておりますし、さらには災害時に

なりましたらば、その太陽光からコンセントを何

個かつけまして、電気を供給するというふうな協

定も一緒に結んでいるということであります。で

すから、事業者は使用料を払いながら事業をする

んですが、屋根の面倒を見ないといけないし、そ

れから災害時には電気を供給するというふうなこ

とで、３者非常によい仕組みではないかというこ

とで締結をしてるところでございます。 

○委員（徳永武次）あとは、先ほど西方のコミ

ュニティであるとか、亀山、育英でしたか。この

施設の範囲っていうのは、公共施設って、例えば

保育園とかそんなとこも入るんですか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）まず、

こちらから選定したのは、比較的若い建物ってい

いますか、屋根の補修とか、それから構造上丈夫

な建物っていうことで、２０年から若いものにつ

いてまず公募をかけました。ですから、その中に

保育園とかそういうのが入っていれば手が挙がっ

てきてるんですけども、今のところ一番丈夫なと

ころということで、学校とかが一番手が挙がって

きているような状況であります。 

○委員長（森永靖子）ほかにありますか。 

○委員（大田黒 博）たくさんのこの説明をい

ただいている中では、今、本市が進めているこの

次世代エネルギーの中での事業の進め方について、

これだけのものがあるんだと認識をしておりまし

て、新規でいろいろそれに携わるものが少し前に

進んでいくのかなと思っております。 

 この中で、蓄電池といったものが非常に言葉が

多く出てきておりますけれども。今、三菱から来

られて。三菱さんあたりが、あるいは大手メー

カーさんが、蓄電池においてどれだけ進んできた

のか。一番の日本のエネルギーに対して、蓄電池

がないと、蓄電池が進んでいかないと、電力の供

給を含めた－原子力がこれだけストップしてる

中で、一つの流れとして蓄電池ってものがどれだ

け普及してきて、うまく連携して進んでいくのか

なっていうのが物すごく危惧されてるし、期待も

されてるんですけれども。その辺は新エネ課の中

で捉えられているその辺を少し教えていただけま

せんか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）まず、

私のほうから御説明します。 

 今、委員のおっしゃるとおり、蓄電池につきま

しては、非常に注目をしております。ＥＶ車につ

いても蓄電池が載ってるわけでありまして、単純

に建物に、個々に太陽光が載ってたとしても、今

太陽が照ってるときにしか電気を発生しないとい

うことになりますので、それを夜間に使ったり雨

の日に使ったりするためには、どうしてもためて

おくということが必要です。水道、水でいいます

と建物の上にタンクがあるようなもので、ためて

おけば水が、断水しても建物は使えるというふう

な状況で。蓄電池っていうのは非常に、特に避難

所であったり、こういった公共施設であったりっ

ていうのは、単純に再生可能エネルギープラス蓄

電池っていうのは、避難所に対して非常に有効な

手段であるということであります。 

 蓄電池は、車が、今、電気バスも走ってますし、

ＥＶ車が走ってるということで、振動、熱、寒さ、

そういったものに強い電池が開発されてきまして、
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さらに走行距離も走るっていうことで、技術はす

ごく進歩してきておりますので、そういった蓄電

技術を活用しながら再生可能エネルギーと合わせ

るということが今後必要になってくると。後で御

説明する事業についても、そういった事業になっ

ていきます。 

 メーカーについても、そこについて非常に着目

されてるということでありますので、我々はその

事業をうまく活用して、最終的に雇用を生むよう

なものにできないかといったところも含めて、安

全・安心もですけども、さらに雇用といったとこ

ろもこの最終目標として持って、今、検討してる

というふうな状況でございます。 

 今、メーカーがどのような状況で、特に重工さ

んがどういう状況であるかっていうことについて

は、ちょっと主幹のほうから御説明させます。 

○主幹（手島哲平）説明させていただきますと、

今、やはり蓄電池っていうものは自動車関係のほ

うが先行して進んでましたところであります。や

はり、先ほど課長が申しましたとおり、安全対策

とかいうのを含めて自動車が進んできたところが

ありますけども、やはり普及に当たっては、これ

からに当たっては、太陽光とか風力とかも含めて、

蓄電システムというものが必要となってくる状態

であることは、メーカーも把握しております。 

 ただ、実際に普及しようとしますと、やはり電

気自体が高価っていうところがありますので、そ

こは今、自動車は台数が出てるので、そこそこコ

スト等も考慮できるんですけども、システムとし

て入れてく場合は、そこのコストをいかに下げて

いくかっていうのを、今、企業でも考えてるとこ

ろで、邁進して進んでるとこであります。 

○委員（大田黒 博）大体わかります。わかり

ますけれども。電気自動車、普及します。それに

対して、その蓄電池あたりが。それに対応して蓄

電池の中に対応してきているのか疑問を感じると

いうことです。 

 実を言いますと電気自動車に乗ってるんですけ

れども。例えば、大型電気バスができましたけれ

ども、導入しましたけれども。これが災害のとき

に電気バスを持っていくと。充電に当たると。電

気が充電されたものを、バスを持っていくとそれ

で充当できますよというのを説明するんですけれ

ども。自分のはミニキャブなんですけれども、

１５０キロ走りますよちゅうもので、満杯で充電

して、やっぱ１２０キロ走らないんです。そうい

ったものが、鹿児島まで行って帰れないってちゅ

うことなんです。そういうもの普及するんかちゅ

うと、実はしないんじゃないかなって思うんです。

１５０キロですけど、４０キロぐらいずっと走っ

て１５０キロなんだなちゅう感覚持ってるんです

けども。電気自動車が普及してくると同時に、急

速充電を言われますけど、２０分って言われます

けれども、それでどれだけできるのかなって思っ

ているんです。そこにまた価格も出てくるでしょ

うし、１基５００万かかる中に、家庭用ですると、

５万円で電気自動車に充電設備ができるわけです

よね。そちらのほうに補助対象にして、そういう

購入をされた方にしたほうが、かえっていいんじ

ゃないかと自分で思ってるんですけども。その辺

を含めてこの蓄電池のあり方、電気自動車の普及

の仕方といったものが、やっぱ疑問を感じてるん

です。 

 この原子力のほうの資料にしても、電気をさら

に、原子力が再稼働するか再稼働しないかそうい

う中で、蓄電池のジェネレーションというのあり

ますよね。その中での蓄電池の普及っていうもの

が物すごく注目していますという、この委員会の

中でうたってるんです。この資料の中にです。こ

ういったものが並行して進んでくると、そういう

ものが伴ってしっかり進んでいくのかなと。蓄電

池に対して、その疑問がだんだん大きくなってき

てるんですけれども。その辺は感じられませんか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）電気自

動車の蓄電池の能力っていうのは、確かに最初、

第１期、第２期の部分からすると、かなり進んで

きております。そのときには急速充電器の配置ま

で含めた国の施策がなかったもんですから、今回

は１,００５億円というお金もつけながら、急速充

電器を一緒に整備していこうという考え方です。 

 さらに、実際１５０キロ走るといいながら、走

行によっては１２０キロ程度しか走らないという

ことも、甑島で実証して、ＧＰＳで確認をしてお

ります。それも、走り方によってかなり差が出て

きます。実際、５０キロぐらいしか走らなかった

よっていう方で、クレームがあったりしたんです

けども、その走り方を見ると、甑島の山の中をフ

ルスロットルで８０キロぐらいで走ってらっしゃ
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るんです。そうしますと、どうしてもガソリンで

あっても、電気を食うという、そういったことで、

我々はデータとしておりまして、今後、どのよう

なところに、さっきおっしゃいました充電器を設

置するとか、そういったデータに使っていきたい

というふうに考えております。 

 ですから、今後は遠くまで行くところに、どう

いう中継地点に、メッシュでいいますと何キロメ

ッシュに充電器が必要かどうかっていうことを、

設置していく必要がありますが、おっしゃるとお

り走り方とか、クーラーをつけてがんがんやると

か、そういう形で大分変わってきますし、メー

カー側としても、さらに容量を、小さくて容量が

出るようなっていうことを研究されておりまして、

今後はもうさらに走行距離も伸びていくものだろ

うというふうに思っております。 

 これは、まず安くないといけないということと、

充電インフラがないといけないのは、たくさん量

が出ないといけないので、そういった好循環にな

るように国のほうも施策を進めているというとこ

ろに、今、過渡期にあるというふうに考えている

とこであります。 

 ただし、１日のうち１２０キロも走ることが、

１週間のうちに何日あるかっていうことを考えた

ときに、どうしてもそういう毎日走る方は、電気

自動車を選択するのはちょっと厳しい状況には今

あると思います。セカンドカーであったり、普通

に通勤に、毎日１０キロとか２０キロぐらいしか

使わないということであれば、もう電気自動車で

も十分今使えるような状況にはあるということで

ございます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）課長が言われることはわ

からんでもないんですよ。ただ、電気自動車に乗

ってれば、今言われた走り方によっては、もう半

分しか走れないときがあるんです。１５０で

７０ぐらいしか走らんときがあります。走り方に

よるんですけれども。それをどういうふうに乗り

方まで教えて、そうするのはこれからの一つの流

れなんでしょうけども。 

 一番僕が危惧するのは、今、メガソーラーがど

んどん普及してますよね。そこに今度は原子力が

再稼働しますと、２０年先を見てメガソーラーを

建てて、リース組まれてされてる方々が、売電コ

ストが下がってくると思うんです。そうしたとき

には、今のメガソーラーされる方が、大変な問題

が今起きてるのは、多分御存じだと思ってますけ

ども。そこは極力言いませんけれども。九州電力

とのあれなんだろうなと思ってますけれども。そ

こにリース会社も困ってるし、メガソーラ―側も

困ってるし、工事をする設置側も困ってる状況だ

ちゅうのは当然出てくる状況かなと思っておるん

ですけれども。 

 ただ、僕が一番気になるのは、この蓄電池が進

む中に、再稼働がされて、メガソーラーで今どん

どん売電してますけれども、この売電料が下がっ

てくるし。電気をどうする、ためてどういうふう

に利用していくかというものを、この産官学をさ

れる中では、本市がそのエネルギーに対して進ん

だまちであれば、そこまで考えた形でのものを考

えていくべきじゃないかなと思ってるんです。 

 そうしたときに、次の世代が来るのかなと。次

世代がしっかりと根づいてくるのかなと思ったり

もするんですけれど。その辺をもし産官学の中で

新エネルギー対策課として進めていくべきじゃな

いかなと。そういうものに対して、メガソーラー

あるいは再稼働含めたもので、もう何ちゅうか、

とんでもない電気の流れが出てくるんじゃないか

なと思って、危惧はしてるんですけども。その辺

を調整していくのは国かもしれませんけれども。

こうして進んでいるこの薩摩川内市の自治体にし

ても、やっぱ一つの責任があるのかなと思ってお

るんですけども、そのあたりはどうでしょう。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）先ほど

御説明した九州大学さんと鹿大さんと一緒に共同

研究しているものが、今おっしゃる電力網の中に

メガソーラーがたくさん入ってくると、要するに

水道管の中に水がたくさん入ってくるのと一緒で、

管は一緒なんですけど、需要がなかったりいろん

なことがあるので、今は水道管が破裂するような

状況に近い状態になってるので、どっかにプール

は設けて、それが蓄電池になるんですけども、制

御するっていうことが今後必要になってくるとい

うことで、これは国も電力会社も考えてらっしゃ

ることだと思います。 

 ですから、なかなかメガソーラーの許可につい

ても、九州電力さんもそういった電池と一緒に入

れてくれないとなかなか制御しにくい状況に今後
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はなってくると思われます。 

 我々、九州大学さんと一緒に研究してるのは、

そういう配線網のほうからではなくて、まず、安

全・安心といったところでいきますと、災害の避

難所に太陽光であったり、そういった再生可能エ

ネルギーがあれば、もし何かがあったときも電気

は来ますよね。ただし、それは昼間だけですので、

夜も時間をかけて電気が来るためには蓄電池が必

要ですと。そこまではよく皆さん御理解いただけ

るんですが。ただ、普段は避難所っていうのはほ

とんど人がいらっしゃらなかったり、電気を使っ

てないということも多いので、じゃあ、その蓄電

池を活用して、それをまた電力の系統側のほうで

どう制御できたらいいんだろうかというようなこ

とも、今はちょっと法的な壁があるんですが、そ

ういった実証に持っていけないかといったような

ことも、本市ならではということで、今共同研究

を委員のおっしゃるとおりに、全国に先駆けてで

きないだろうかと研究してるとこでございます。 

○委員（大田黒 博）最後です。１点だけ。

我々委員も、この蓄電池といってこれだけ出てく

ると、蓄電池のあり方、今の。民間が買う蓄電池

が１０万、２０万。業務用が４０万、５０万する

中で、今、課長、蓄電池の普及がすごいって言わ

れましたから、ぜひその辺の、どういうときには

こういう蓄電池があって、どれだけできるんです

よと。災害があったときには、こういうものがあ

って、どれだけの確保ができるんですよっていっ

たものが、もしデータがあればちょっとお示しし

ていただけないかなと。我々も、それもよくわか

りますので、そういったもので電気自動車と比較

して、こういうものが、何キロがストックできれ

ば、どれだけのものが災害のときに必要なんだと。

体育館にずっと避難された人たちに、２日、３日

できるんだなという判断もできますから、その辺、

もしデータがあればいただけないでしょうか。お

願いします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）簡単に

御説明しますと、大体一般家庭が１日使うのが

３キロから５キロだというふうに思ってください。

今、日産のリーフという車が２４キロぐらい電気

がためられるようになってますので、容量が。そ

うしますと、４日とか、最大８日とか賄えれるっ

ていう電池となってます、電池自体が。 

 ところが、電池にはいろいろございますって言

いましたけども、電気自動車の電池というのは、

そういいながら非常に安くできてまして、車が

３００万、４００万して、走りながら電池がある

ということにすると、結構安いっていうことにな

ってます。というのは、２０キロぐらいの定置型

のリチウム電池を、例えば家に購入しますと、

２,０００万ぐらい今はかかってしまうという逆転

現象が起こってます。非常に性能がある車の蓄電

池でありながら、定置型になると高くなるという

ふうなことになってますので。それはなぜかとい

いますと、車は相当たくさん今普及させようとい

うことで、メーカー側もある程度蓄電池側にコス

トを集中して安くしようというふうな努力をして

るというような状況にあります。ですから、今後、

車が普及していけばいくほどほかの電池も下がっ

ていくというふうなことに、今、もくろみはなっ

てるということです。ですから、もしかしたら蓄

電池、使った車の電池を再利用するっていうよう

な時代が来るのかもしれません。 

 以上です。 

○委員長（森永靖子）大田黒委員、データとし

て何か資料を求めますか。 

○委員（大田黒 博）今言われたそういうもの

をもう少し詳しく教えてください。物すごい今、

最後言われたのは興味あるところです。車が普及

する。これからなんですけど。それはまだ先のこ

となんですけども。そこで、今課長が言われた蓄

電、家庭用に比較したときに、この蓄電蓄電とい

う中で、そういうのを知りたいんです、我々は。

だから、少しそういうような内容を含めて教えて

いただければありがたいなと。 

○委員長（森永靖子）では、データとして何か

そういう資料がありましたら、お願いしたいと思

います。 

○委員（宮里兼実）今、大田黒委員が蓄電のこ

とを質問されましたけれども、課長の答弁は、国

が指導したのか、それをそのまんま答え、なるほ

どなと思うんですけれども。対策監に質問します

けれども。国としてどういうふうに電気自動車が

そういうふうになって、将来はしていこうという

考えであろうと思いますけれども。行政は企業じ

ゃないわけですから、補助をやりますよ、金を出

しますよ、これをしなさい、あれをしなさいと。
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そういったことじゃなくして、今さっきから蓄電

の話も出てきておりますけれども、車にしてもバ

ッテリーを積んでる。車は走りながら、使い放し

じゃないわけですから、バッテリーを積んでおり

ますけど、走ってる、ダイナモでまた、その中で

もまた半分充電をしながらバッテリーを持続させ

ていくわけですから。ほんで、もうだから蓄電も、

普通の車に積んでるバッテリーを１０個なら

１０個、各家庭に置いといて、ありゃあそれこそ

使えば使うだけ消費されてなくなっていきますけ

ど、車はダイナモがあってまたそれを走りながら

充電をしていくわけだから長持ちがするわけで。

各家庭用にあのバッテリー、充電器設備が今はな

いわけですから、車のバッテリーを各家庭に

１０個ぐらいずつ置いておけば、それが何日、使

用量によっては、１週間もつか、３日で消費して

しまう、それはもう使用量によって違いますけれ

ども。 

 だから、何か国のやり方っていうのが、何か子

どもにおもちゃを与えて、これで遊んどきなさい

というような、私としては何をやらせていくのか

なと。今一生懸命、どうせ原子力も原発も再稼働

するわけですから。するわけですからって、する

と思います。そしたら、もう今の電気、余って余

ってしょうがないわけですから。だから蓄電、で

きた分を、余った分を蓄電しなければ垂れ流しで

すよね。だから、そういったことで、原発は再稼

働する。今、原発はとまってても電気は足りない

ということはないんだけれども。またこれに、ま

してや再稼働を始めたら、それこそ電気が余って

しょうがないと。だから、そういう小さな地方の

行政に実験をさせるよりか、これ対策監に質問で

すけれど。だから、やはり企業がそういったこと

をしていかなければ、雇用も、つくるときは雇用

も生まれますけれども、もう終わってしまえば何

も雇用は要らないわけですから。だから、そうい

った地方にするんであれば、やはり雇用も生まれ

るような事業の方向にしていかなければ、こっち

がよければこっちはもうだめになってしまうとい

うような。今、想像しとれば、これは電気自動車

が普及してくれば、何件のガソリンスタンドが店

を閉めないといかんかよと、そういったような状

況も生まれてくるわけですから。こっちを立てれ

ばこっちが立たない。今まで雇用を生み出してた

ものが、雇用がなくなってしまうというような状

況に陥ってくる。だから、これから先、国として、

あれもせえ、これもせえ、これもしてのと、補助

は出してやるからというようなふうにしか私には

考えられないんだけれど。どういった方向に、本

当に真剣にやってるのか、というふうにしか私は

考えられん。対策監、ちょっとお考えがあれば。 

○新エネルギー対策監（松枝賢治）東日本大

震災、福島の原子力発電所の事故がございました

ので、それを受けまして、これまではまさにおっ

しゃられるように、国としてどういうふうなエネ

ルギー政策やっていくのかというのがまだ決まっ

ておりませんでしたけれども、ようやく４月

１１日に新しいエネルギー基本計画が決まったと

ころでございます。 

 これによりますと、もうこれは従来からそうで

ございますけれども、エネルギーは３Ｅ＋Ｓとい

うことで、まず安全性を第一にしまして、経済性

でありますとか環境の問題でありますとか、エネ

ルギーセキュリティの問題でありますとかいった

ところを踏まえながらやっていかないといけない

というふうになっているところでございます。 

 今回は、どういう割合でやったほうがよろしい

のかっていうベストミックスにつきましては、ま

だ今後出すという予定になっておりまして、出て

おりませんけれども、その中で再生可能エネル

ギーの位置づけにつきましては、冒頭御挨拶の中

で御紹介させていただきましたけれども、これま

での基本計画を踏まえた施策を出されている中で

の指標を上回るような形でやっていきましょうと

なっておりまして、これまでの例でいきますと、

過去に２０３０年の段階で、約２割ぐらいの供給

を賄っていこうとなっておりましたので、そこを

目がけて、それ以上を目がけて再生可能エネル

ギーの普及をまず図っていかないといけないとい

うところは一つあるわけでございます。 

 その中で、再生可能エネルギーにつきましては、

コスト面の問題もございますけれども、変動の問

題もございますので、これを普及させていくため

には先ほどから議論になっております蓄電池が

キーテクノロジーになっていくところでございま

す。蓄電池につきましては、幸い国内では蓄電池

のほか燃料電池の企業、進んでおりますので、こ

れもその基本計画の中に書いてある内容でござい
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ますけれども、国際市場っていうのが２０２０年

で２０兆円ぐらいになっていくということがござ

いますので、これにつきましてその５割を国内企

業でとっていきたいというふうになっておりまし

て、これを目がけてやっていきたいというふうに

考えるところでございます。 

 それと、そういったものをする中で、自治体に

させるのではなくっていう御質問があったかと思

いますけれども、特に車を使いながらの蓄電池っ

ていうことでございますが、こちらのほうは

２０１０年から社会実証といたしまして、全国国

内４カ所で社会実証をやっておりまして、

２０１０年から５年間でございますので、ことし

が最後になりますけれども、この中で自動車を使

いました蓄電のあり方というところを実証してお

りますので、その成果というのもこの実証試験が

終わった後に出てくるものと思っております。 

 最後に雇用の問題でございますが、雇用の問題

も非常に大切な問題でございまして、この基本計

画の柱の一つになっていると思いますけれども、

エネルギー産業にかかわります雇用っていうのも、

せっかく市場が膨らんでおりますので、ここにつ

きましては、できるだけ国内企業の方たちが入っ

ていけるようにやっていきたいと思っておりまし

て、薩摩川内市のエネルギービジョンの中でも、

この産業振興という切り口で今回紹介いたしまし

たＬＥＤでありますとか、そういったところも踏

まえまして、少しでも新しい雇用が生まれるよう

に努力させていただきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（森永靖子）よろしいですね。 

 ほかにありますか。 

○委員（大田黒 博）今、対策監が雇用を言わ

れました。その前に、課長が蓄電池において雇用

を言われました。どういうことですか、ちょっと

お願いします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）蓄電池

による雇用というのは、もちろん製造というのは

一番わかりやすい雇用なんですけども、今、製造

という雇用を引っ張ってくるというのは、なかな

か競争的に難しいところでございますから。蓄電

池を出し入れする、電気を入れたり、それを今度

は出す、またそれを出すと。要するにバッファー

というか、エネルギーをためたり出したりという

ところをコントロールするところが今後は重要に

なってくるわけです。どうしてもたくさんエネル

ギーがふえてきますと、それをどういうふうなコ

ントロールするか。火力発電所が、だんだんもし

重油が高くなってくると減ってきて、原子力とか

が動いたりしますと、電気をどのように融通して

いくかっていうときに、どうしても蓄電池をどう

いうふうにコントロールするかっていうところの

サービスといったものが今後考えられますので、

そういうサービスのところの雇用であったり、車

の電池を再利用するっていうことが今後考えられ

ますので。再利用するときに、車から取り出して

点検し、それを車また家庭用に持っていくような

形の蓄電のサービスっていったような雇用ってい

ったものが考えられるということでございます。

単純に製造というのはなかなか難しいですから、

要するに大きな雇用っていうのは考えられないか

もしれませんけども。コントロールするような雇

用であったり、交換、点検するような雇用といっ

たようなことを今考えてるとこでございます。 

○委員（大田黒 博）今言われるのが可能とし

たときに、今宮里委員も言われましたけども、民

間にお願いするのか、どこでやるべきだと思って

おられるんですか。今のそれはです。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）もちろ

ん民間だと思ってます。ただし、民間が全て、例

えば市内企業であったりってところが、今、大き

なものを動かすっていうのはなかなか難しいとこ

ろでありますので、我々、エネルギービジョンの

中で、その雇用を生み出すような施策っていうと

ころで書いてございますので、いろんな社会実証、

国の補助金もらったり、そういったところを雇用

を生み出すようなことはできないだろうかという

ものをまず行政と産学官連携してやっていこうと

いうことで、最終的には民間にやっていただくと

いうことで、今考えてる施策の中の一つでありま

す。 

○委員（大田黒 博）それは、具体的に出てき

ますか。どのくらいかかるんですか。先ほど、対

策監が言われるのは２０３０年ですよね、２割で

すよ、そこで。その中で、雇用雇用って、皆さん

一番声を大にされてるわけです、どうかできんか

っていうことで。これだけ雇用ちゅうことを言わ
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れますと、蓄電池に対して雇用が出てくるという

と、それはすごいなと思うわけです、我々は。そ

ういうものが具体的に出てきたときに、初めてす

ごいなと。そういうものがどこから発想があって、

国が、県が、自治体が、我々が進めてどういう形

になってくる、ものすごい興味を持つところで、

具体的なものがあるんであればお示しいただきた

いなと思いますけど。さっきも聞いてますけれど

も、さっきのも、そういう形で言われると、少し

捉え方が違ってくるのかなと思いますけれども。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）何十年

先っていうこともあるとは思うんですけども、今、

総務省のほうでは、分散型エネルギーインフラっ

ていう、先ほど説明しました、一番最後のほうに

ありましたけども、自治体のほうでエネルギーイ

ンフラの主導権を持って、分散型のエネルギーを

持つということを念頭に置いて雇用を生むような

ことをしなさいというふうな施策を考えていらっ

しゃって。ただエネルギーを売るというふうなこ

とだけではなくて、熱も一緒に利用できないかと

いうことで、ちょっと南の国では非常に厳しいん

ですけども。例えば、発電して熱が出たものを道

路の融結ですか、融結するのに使うということで、

今、除雪作業に非常にコストがかかっているもの

をそういうものに変えられないかっていうような

社会インフラを北のほうではやってらっしゃると

いうふうな考え方です。ですから、水道とか下水

とか、同じような形で、まず自治体が絡んで、そ

してエネルギーインフラも自治体と産学官連携で

できないかという今模索をしてるということであ

ります。 

 それが、いつ目標に置いてるかというのは、先

ほど２０３０年という国の施策でありますが、

我々は、今、九州大学さんと一緒にやっているの

は、来年度の社会実証の中にそういったものがの

せられないか、研究できないかっていうことを見

据えて中間報告をして、いつまでにとおっしゃる

んであれば、その中間報告で何らしかのものが出

ればいいのかなと思ってるところでございます。

ただし、具体的に何人どれぐらいというのは、な

かなかいまのところでは厳しい状況でございます。 

○委員長（森永靖子）よろしいですか。 

○委員（今塩屋裕一）２１ページの次世代エネ

ルギーの事業推進補助金事業の件です。例えば企

業のニシムタさんとか、そういうところの屋根貸

しをする上での補助金、これはいい企画だと思う

んですけど。特に郊外型、屋根貸しってなると、

数も決められてくると思うんですけども、やっぱ

りこの鹿児島になってくると、北西部になってく

ると、やっぱり農地だったり、そういうところが

非常に多くなってくると思うんです、企業は。 

 そういったときに、やっぱり地目の問題なんで

すけど、１種農地がかかってたり、農振がかかっ

てたりする。そういうのの相談とかは、今までな

かったのか。そして、今度３月までの駆け込みで、

３６への駆け込みで、相当九電側のほうも申請を

出しても長くかかってるっていうことを聞いてま

して、今回、３２円が来年の２月、３月までだと

思うんですけど、その駆け込みが来ると思うんで

すけど、こういう場所によるとやっぱり農振がか

かってるところ、そういったところをやっぱり企

業も求めてくると思うんですけど、そういうとき

の対応とか、スムーズに出しやすくする方法とか、

もちろんやっぱ農業委員とかもいろいろかかって

くると思うんですけど、そういった何か簡単に出

しやすい方法とか、当局側のほうで考えてたら、

ちょっと教えてもらえればと思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今おっ

しゃるのは農振農用地、それから１種農地におけ

る、その中でも未利用地の活用という観点で、太

陽光であったりそういった電力事業をやりたいと

いう方の相談がまずあるかどうかと。非常に今、

そういった相談はございます。ただし、今までは

農地法という壁が非常に大きいということもあり

まして、農振地を外のほうから、今使ってらっし

ゃらないところから除外して未利用地を活用して

いただくっていうのは、農業委員会と連携しなが

ら、今も農地転用については許可を出しながら進

めているところではあります。 

 ただし、１種農地ということになりますと、そ

の農振地域を外したとしても、今の現状では建て

られなかったところなんですが、昨年の１１月に

農山漁村再生可能エネルギー法というのが施行さ

れまして、農業、漁業、林業、そういったものに

資するものであれば、１種農地のうち未利用地で

あれば設置可能ということに施行されていて、今、

５月に詳細な規則等がパブリックコメントにかか

っていると聞いております。 



－16－ 

 今後は、地元を主体とした協議会を立ち上げて、

ある地域を選定しつつ、もちろん再生可能エネル

ギーだけでその売電益を得るということではなく

て、そこの地域の活性化、農業であったり、酪農

であったり、漁業であったりといったものを活用

するということをうたい込んで、再生可能エネル

ギーを未利用地に立てていくっていうことが可能

になっておりますので、今まさにおっしゃるとお

り、そういった事業者さんがいらっしゃれば、検

討していくというよりは、まず協議会を立ち上げ

ながら、そういったことで薩摩川内市内でもでき

ないだろうかということで、今検討を始めている

というような状況でございます。 

○委員（今塩屋裕一）やっぱり広大な山とか、

中には、企業でいいますと、今もうヤマダ電機、

そしてハウスメーカーが、そういう５０キロ内で

相当やられる、宅地にかえてやられる、相当手間

をかけて、コストもかけてやってるところもある

んで、芽が出てきたときにはやっぱりそういう協

議会立ち上げて。地元の雇用にもなりますし。ぜ

ひともバックアップ体制でやってもらいたいと思

います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（森永靖子）課長、何かありますか。

よろしいですか。 

○委員（下園政喜）今、農用地の問題もいろい

ろ出ましたけども。メガとまでいかなくても、太

陽光がいっぱい畑とか田んぼとかありまして、薩

摩川内市も台風の来るとなれば、飛ぶんじゃない

かなというようなやつも、僕らの素人目で見て見

えるんですけども。このパネルは誰が設置して誰

が管理してるのかっていうのは全部おわかりなん

ですか、家庭用は別として。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）結論か

ら言いますと、全部管理はできておりません。と

いうのは、我々のほうに申請を回すという義務も

なくて、こちらから九州電力さんに尋ねても、業

者さんの許可がないと、普通に、通常家が建って

いて固定資産税が発生するとか、そういうことで

あれば、こちらのほうから調査して、入れてとい

うことが可能でありますので。税のほうから少し

確認をして、どなたが所有者であるのかっていう

ことを今から、ちょっと時間かけて見ていくとい

うことが必要じゃないかなと思ってます。ですか

ら、やり方としては、もう税金、課税のほうから

我々のほうは相手を特定して、どういった状況に

あるのかっていうのを確認していくというふうな

作業になると思います。 

○委員（下園政喜）地域のほうにもあるんです

が、畑を埋めた、田んぼ埋めたばかりで、もう今

草が生えてきちょると。この草をどうするんだろ

うかなと、誰に言えばいいのかというのが少し持

ち上がってるようですので、ぜひ調べて、こっち

から聞いたら、公表する必要ないんでしょうけど

も、わかるようにしていただきたいなと思ってま

す。 

○委員長（森永靖子）よろしいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑、ありませんか。 

○議員（谷津由尚）３点お聞きします。簡単に

お答えいただければ結構です。 

 まず、３１ページの産学官連携デジタルグリッ

ド実証事業、スマートハウスなんですけど、最終

的に電力の、電気の自給自足ということが可能性

としてはあると。完全に系統電源から切り離して

やるということが、最終のターゲットとしてはあ

ると思うんですが、この実証期間をどれぐらいに

見ておられますかということです。一つ目です。

これは、機器の信頼性を含みます。 

 次です、３５ページ、分散型エネルギーインフ

ラ導入可能性調査事業というところで、ここで二

つあります。 

 まず、２点目の国の制度に基づく売電収益等と

あるんですけど、この国の制度に基づくという、

国の制度とは何の制度なんでしょうか。これが

２点目です。 

 ３点目です。その下の３番目の（１）地域エネ

ルギーサービス企業、組織の検討とありますが、

これは、イメージとしては完全な民間ということ

をイメージされてるんでしょうか。 

 まず、この３点をお願いします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）３点の

うち、まず、デジタルグリッド実証事業について

御説明します。 

 デジタルグリッド、スマートハウスにつきまし

ては、屋根に１１キロの太陽光が載っております。

これにつきましては、１０キロを超えてますので、

全量売電いたします。ですから、１１キロが

２０年間売電をするので、売電収益が入ってくる
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というふうな仕組みでございます。ですから、自

給自足っていう形にはなっております。その部分

については。 

 そのほかに燃料電池ということで、ガスからお

湯を沸かしつつ電気を発電するといったものが入

っております。そして、蓄電池が２個入ってます

ので、基本、デジタルグリッド実証実験っていう、

東大のデジタルグリッドコンソーシアムとやるの

は、通常家の中で、ドライヤーとか、電子レンジ

とか、ＩＨヒーターを一遍に使いますと、５０ア

ンペアとかぐっと引っ張るわけです。ぐっと引っ

張りますと、そのぐっと引っ張ったのが何軒もあ

ると、発電に対して需要のピークができるという

ことになりますので、実際は系統からは２０アン

ペアなら２０アンペアを一定程度引きながら、蓄

電池から主な電気は引き上げようという、こうい

った社会実証というか、実験をやると。そうする

ことで、こういう家がたくさんできてくると、い

わゆる昼間のピークというのができなくなるので、

ピークに対応した発電というのが必要なくなるっ

ていう実証を、おおむね３年程度というふうに聞

いております。ですから、スマートハウスでその

３年間を全部やるのか、ほかに筑波、福島の郡山

でもやってらっしゃいますので、それと合わせて

全体で３年以内にできるのかもしれません。そう

いった実証で、今、デジタルグリッドのコンソー

シアムさんとは話をしてるとこでございます。 

 続きまして、分散型エネルギーの国の制度とい

うところの国の制度とは、固定買い取り制度、要

するに、いわゆるフィールドインタリフ、ＦＩＴ

事業であります。要するに買い取り制度で、再生

可能エネルギーを導入しますと、高く買っていた

だける制度がまだ続いておりますので、そういっ

た買い取り制度を安定的な収入源として、いろん

なサービスを展開していこうという考え方であり

ます。 

 基本的に、まず実証実験でございますので、こ

れは机上の実証実験ですので、国の補助制度を最

初は活用するんですけども、自立的・持続的にす

るためには、そういった安定的な制度を活用する、

要するにその固定買い取り制度を活用していくと。

最終的には、民間事業者がさらに再生可能エネル

ギーを入れたいという業者さんがいらっしゃいま

すと、どうしても一緒に蓄電池がいるわけですの

で、蓄電池を入れるお金よりも、そういったサー

ビス会社を立ち上げたら、例えば１キロワット当

たり１円とか２円をその再生可能エネルギーの会

社に納めてもらうと、固定買い取り制度の中から

入れてもらうということで、持続的にお金を回し

ていく仕組みで持続的に回そうと。今の制度があ

るうちに立ち上げていこうというのが、今回、エ

ネルギーインフラの中で研究した成果であります。 

 以上であります。 

○議員（谷津由尚）ありがとうございました。 

 最後の質問ですけど、これからの本市の次世代

エネルギー政策というのは、いよいよその集大成

になると思うんです。私のいう集大成とは、現在

の次世代エネルギーの行動計画、そういうものを

ずっと踏んでやったときに、最終的な本市の６次

産業の活性化ですとか、地域の活性化ですとか、

そういうものに結びつく。その結果、そのメリッ

トをやっぱり市民が享受できる環境だと思うんで

す。これは、いろんな形があると思います。メリ

ットというのは。お金であったり、お金だけじゃ

なくてその他のいろんなメリットがあると思いま

す。その環境をつくるためには、どうしても民間

というか、個々です。個々が自主独立的にやって

いかなきゃならないと思うんですけど、そこまで

その環境が構築できたときに、二つ課題があると

思うんです。 

 一つ目が、まず、行政のコントロール機能を、

私は残さないといかんと思うんです。残した上で、

どうやって民間というか、個々にバトンタッチさ

れるのかなというのが一つです。 

 二つ目が、先ほどちょっと議論があったと思う

んですけど、それに関連します。例えば

２０３０年、再生可能エネルギーの枠を２０％と

いうエネルギー基本計画があるんですけど、それ

を満たしたとします、国が。薩摩川内市が満たし

たとした場合に、それでも本市のこの次世代エネ

ルギー政策というのは、もっと進めるべきではな

いかと思うんです。目的は別ですから。電力が足

りる、足りんじゃなくて、低炭素社会という目的

があって、それに向かっては進めるべきじゃない

かと思うんですが。そうなったときに、もしかす

るといろんな民間あるいは個々事業者が、九州電

力さん、電力事業者に申請したときに、もう電気

は足りているからいいよというようなことになっ



－18－ 

たんでは、どうしようもないんです。地域の発展

とか、そういうことに結びつかない環境になって

しまうわけです。なかなかそうはならんと思うん

ですが。 

 もし、そうなったら、もう、どうしようもない

もんですから、将来的に電力事業者とのパイプ役

というには、どうしても次世代エネルギー対策課

というのが、そのときでもあれば、そこがパイプ

役になって、個々あるいは民間事業者と電力事業

者とのパイプ役になって、その話を持っていかな

きゃいかんだろうという、そういう環境はつくっ

ていかないかんと思うんです。この、今言いまし

た２点について、ちょっと今のお考えがもしあら

れればお答えください。 

○新エネルギー対策監（松枝賢治）私のほう

から１点。 

 先ほどの、民間企業と行政とのプロセス、つな

ぎ役、接点のお話でございますけれども。これも

済みません、新しい基本計画の中、文章を引用し

て大変恐縮なんですけども。これによりますと、

全国の自治体を中心にいたしまして、地域のエネ

ルギー協議会みたいなものつくって、多様な主体

がこのエネルギーにかかわりますさまざまな課題

を議論していけるような、また理解していけるよ

うな、そういったものを鋭意に取り組んでいかな

いといけないというふうになっておりますので。

それにつきましては、私どものほうもこれは、国

の計画の中にそうなっておりますので、これはそ

ういうふうな方向でやらないといけないというふ

うに考えているところでございます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）国の施

策にもありますとおり、行政が、自治体がコント

ロール機能を残しつつ、今後もやり続けていくべ

きではないかという議員さんの意見と全く同じ考

え方で国もいらっしゃるということでありますが、

我々も今つくりましたビジョンと行動計画という

のは、今、線でつくったもの、点でつくったもの

でありますので、それをうまく編み込んで、今後

も持続的に機能するような形に今しつつあります。

先ほど、今塩屋委員から御説明がありました農業

分野での再生可能エネルギーの活用というのも、

先ほどおっしゃった６次産業とか、そういったも

のにつながっていきますし、一番最初に説明した

エネルギーの見える化を活用した高齢者の見守り

であったり、子育ての支援であったりといったも

のも、我々自治体が、今までやっていたものを、

うまくそのエネルギーの中で組み込んでいくとい

う作業が出てきますので、どうしても行政のコン

トロール機能というのは残しつつ進めていかざる

を得ないと、逆に言えば、進めていったほうがい

いというふうに考えているところでございます。 

 今後も進めるべき道というのが、国から示され

ておりますけども、そういったことで、ビジョン

と行動計画をつくったものが、エネルギー基本計

画とほとんど一緒の施策となっておりますので、

間違っている方向ではないので、今までどおり進

めつつも、何かこういったことが必要だというこ

とでありましたら、また修正しつつ進めていきた

いというふうに考えてるとこでございます。 

○議員（成川幸太郎）２２ページのＬＥＤ街路

灯入事業について、ちょっと教えてください。産

学官連携で、しかも地元の企業体でメイドイン薩

摩川内の独立型ＬＥＤ街路灯を製造するというこ

と。地元企業と不足する企業をということで書い

てあるんですが、地元企業のめどは立ってるのか。

不足する企業がどういったもので、これについて

の企業誘致等ということでうたわれているんです

が。これについても今年度３,０００万の予算が組

まれている中では、ある程度のめどがつきながら

されてるのか教えてください。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）２２ページ

のＬＥＤ街路灯についての御質問です。今、産学

官連携のうちの産の部分で、企業連携協議会とこ

ういったものをやりたいということで打ち合わせ

をしておりまして、その中からプレーヤーとして、

ＬＥＤの部分につきましては、アクセレートデバ

イスさんという会社さんが、かなり全国的にも展

開されているということで手を挙げていらっしゃ

いますし、あと全体で制御という形で豊瑛電研さ

んという宮里の会社、それから岡野エレクトロニ

クスさんということで、樋脇の会社さんというと

ころで、制御の関係を含めて、今、一緒にやりた

いということで、この企業連携協議会の中から分

科会をつくっていただいて、進めているところで

あります。 

 さらには、川内商工のインテリア科の生徒さん

が、せっかくつくるんであれば、私たちの意見を

取り入れてほしいということで、課題にしていた
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だいてアイデアを出していただいてます。その方

と、工業デザイナーの方とコラボしながらデザイ

ンを今決めつつ、議論しつつあります。 

 さらには、制御系のところで、もうちょっとお

もしろいのができないかということで、ポリテク

カレッジの生徒さん、先生も入れてやっていると

ころであります。 

 ここまでは、書いてあるとおりでございますが、

さらに足らない部分がないかということですが、

設置するときにおいては、施工業者というのを決

めていかなければなりませんので、施工業者につ

きましては、地元の建設会社、それから電気工事

会社というのはいらっしゃるんですが、あとポー

ルの部分であったりとか、それからポールの塗装

の部分であったりといったところがどうなるか、

あと蓄電池、要するに何度も出てきますけど、バ

ッテリーはどうするのかというようなことが、市

販のバッテリーを使ったほうが、今後いいのじゃ

ないかとか、いろんな今議論になっているところ

でございます。 

 現在のところ、そういったところを検討して、

あとは場所も並行して、せっかくですから、わか

りやすく皆さんにＰＲできる場所を選定しつつ、

今、３,０００万の中で早目にお示しできるように、

今、頑張っているところでございます。今、４月、

５月ですから、２カ月ですので、今、鋭意頑張っ

ているというところでございます。 

○議員（成川幸太郎）それで３,０００万の予算

を計上させてあるわけですけども、例えば太陽光

の独立電源と蓄電池を入れた、アラポールとした

ときに設置する費用というのは、どの程度見積も

っていらっしゃるんですか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）現在、

この独立型街路灯の既製品が、約１００万ぐらい

いたします。設置費用まで入れると１５０万とか、

そんな感じになってますし、さらに安いのは、ま

だ５０万から１００万の間で出てきてはいますの

で、目標としては、競争力を高めるためにその辺

を含めて目標を定めつつ、せっかくでき上がった

ものが、外に、外部発信できるように、競争力の

あるものにしていくためには、値段も市販品より

も安く目標を持っているところであります。 

○議員（川畑善照）先ほど、１４ページですけ

れども、新規で、家庭用の蓄電地に対する、１基

につき５０万の補助ですが、これは先ほど、車の

蓄電池は、普及があるから安いけれども、家庭用

は１,０００万から２,０００万ばっかするような

こと言われましたが、それに対する５０万なのか。 

 それからもう一つ。ガソリンがこれだけ上がっ

てきまして、充電器が各企業というか、ファミマ

やらそういうとこにできてくる。ガソリンの場合

は、結局、油なもんだから、家庭で蓄積できない。

だから、安いとき買うて、そのときのを使ってい

く、それができない。ところが、電気は各家庭に

あります。各家庭に、アダプター的に、例えば市

役所の下に電源を、車に充電されてますよね。あ

あいうのでできるのだったら、家庭でできないん

ですか。するともう電気スタンドは要らなくなる

し、もちろん途中で、長距離の場合、要るのは間

違いないんですが。家庭で、アダプターでそれは

できないんですか。そこをちょっと一つ。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）二つの

質問にお答えします。 

 一つ目の家庭用の蓄電池っていうのは、先ほど

言いました２,０００万もするって、その蓄電池と

はちょっと違います。先ほど言った避難所に設置

するような、２０キロワットっていうような大き

な電池のことを言ってますので、家庭用は大体

４キロとか５キロが主流です。２５０万から

３００万ぐらい、工事費まで込みでなってます。

国が２分の１から３分の２ぐらい補助出しますの

で、それでもやはり１００万以上かかるので、

１基当たり工事費も含めて５０万ぐらい補助金を

したらどうかということで、今回、上げたもので

あります。まだ１件もなっておりませんけども、

そういった状況であります。 

 あと、車の充電につきましては、大田黒委員の

家にもあると思いますけども、１００ボルトで充

電する場合と、２００ボルトの充電、家庭用でも

充電器が設置できます。深夜電力を使いますと、

１キロワット当たり１２円で充電ができますので、

約８時間から６時間かけますと満タンになります。

ですから、家にとめてる間に充電ができると。走

って行って、足らない分については急速充電する

という形で。普段は家で、家から通勤して、

１０キロとか２０キロぐらいの通勤を毎日されて

いる方であれば、家で充電することで十分対応可

能というふうなことに今なっておりまして。きの
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う、日産自動車にも、ちょっときょうもあります

から、勉強に行ってきたんですけども、メーカー

が１０万円まで補償、補助金を出してるようです。 

 ですから、家庭用の充電器は９万５,０００円ぐ

らいで、工事費までかかるらしいんですけど、

１０万円まで補助金ということなので、実際今、

自動車メーカーも補助金を出しながら、家庭用の

充電器については補助金で対応するなど、メー

カーも頑張っていらっしゃるようであります。 

○議員（佃 昌樹）ちょっと３１ページなんで

すが、スマートハウスの今問題になってる蓄電池、

それから燃料電池、こういったもので積み上げを

して、８,６００万という予算ついてますね、ス

マートハウス建設について。蓄電池の今、値段、

ちょっとおっしゃいましたが、積み上げた額、蓄

電池の金額、それから燃料電池の金額、上に太陽

光パネルが載ってるんですが、これはもういいと

して、大体幾らの積み上げで計算をしたのかとい

うのが一つ。 

 それからもう一つは、説明はなかったんですが、

３７ページの発電施設状況なんです。右側上の参

考状況のところに、年間発電量で３,３００万キロ

ワット、世帯換算で９,１５０、これは平成２６年

の３月３１日で、ほとんどこれは太陽光発電だけ

だと思います。 

 それから、左下の平成２７年導入予定の再生エ

ネ電源、２.４億キロ、それから世帯換算で６万

６,０００世帯分、平成２７年度は急激に伸びてい

るわけです。平成２７年度が、もうほとんどピー

クなのかどうなのか。今後、まだ余地が、再生可

能のエネルギーの拡大余地っていうのは、残され

ているのかどうなのかっていうのが一つ。 

 最後に、一番後ろのほう、３９ページなんです

が、私どもは、新エネルギー対策課ができて、そ

してそれに携わってきてから約１０年で完結をす

ると思ってたんです。しかしながら、そこの一番

上の行動計画の下の括弧の中に、「今後１０年の

間」と書いてある。まだ今から１０年かよという

感覚なんです。もう２年幾ら経過してるのに、

３年近く経過してるのに、そこは入らないのかっ

ていう疑問があるわけです。まだ１０年本当にか

かるのかどうなのか。私は、やっぱりもうちょっ

とスピードアップせざるを得ないんじゃないかな

というふうには思うんですが、その辺のあなた方

のスタンスとしてはどうなのか、それをお聞きし

たいと思います。３点。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）３点の

御質問にお答えします。まず、３１ページの家の

図面の中に、太陽光パネル、燃料電池、それから

蓄電池というのが書いていますけど、どれだけ積

もってるかっていうことなんですが、実際、この

太陽光パネル１１キロ、これも民間の方から無償

貸与していただいてますので、８,６００万の予算

の中には入ってないです。それから、燃料電池に

ついても民間の方々から無償貸与、蓄電池も同じ

ように無償貸与という形になってます。 

 概算で積もりますと、太陽光パネルは６００万

ぐらいします、１１キロでしたら。燃料電池は

３００万ぐらい。蓄電池が２個ありますので、両

方で４００万ぐらい。それぐらいの無償協力をい

ただいたということになろうかと思います。工事

費は除くですけども、そういう形になります。 

 それから、３７ページの導入予定量ということ

であります。平成２７年度のまでの世帯換算で

６万６,０００、じゃあ、一体全体１世帯はどれぐ

らいで計算していくかというと、割っていただけ

ればわかるんですけども、３,６００キロワットア

ワーで計算しています。１所帯当たりです。 

 ここで、風力発電が、今、柳山ウインドパーク

があります。これが１２基、７月ぐらいには運転

開始になります。それから、バイオマスが来年、

中越パルプが起こると、それがかなりきいていま

して、その他の太陽光であったり風力っていうの

は計算してありませんし、今後、太陽光発電につ

いても、先ほど言いました固定買い取り制度が

３年間である程度インセンティブを持ったものが

なくなっていくということと、平地にそういった

場所がだんだんなくなってきているということで、

余りたくさんは見込めないと思われます。 

 今後出てくる発電としては、次の発電ですから、

風力をさらに進化させたような洋上風力であった

りとか、それから潮力であったりというのは考え

られますが、今のところ薩摩川内市において、洋

上風力をやりたいという企業があるかといったら、

今のところはないという状況でありますので、今

後拡大していくとしたら、少しずつという考え方

になろうかと思います。見込みとしては。 

 それから、３９ページでありますけども、今後
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１０年間というふうに書いておりますが、済みま

せん、この資料の抜粋が、ビジョンを策定した平

成２３年の資料でありますので、もちろん今、

２年経過してますので、平成２３年から１０年間

という考え方です。ですから、もう２年間は経過

してるということで、あと８年以内で取り組むと

いうことに、この資料の中では読み取っていただ

いて、さらに、議員さんがおっしゃるとおり、さ

らに加速させる必要があるのではないかというこ

とでありますので、それはエネルギー基本計画も

発表されたことでありますし、さらに加速して結

果を出していくべきじゃないかなというふうに考

えておるところでございます。 

○委員長（森永靖子）よろしいですか。ほかに

ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで休憩します……、次に入りますか。長く

なっていいですか。 

─────────―――───── 

△甑島における「蓄電池実証事業（環境省

補助金）」事業採択に向けて 

○委員長（森永靖子）それでは、入ります。次

に、甑島における「蓄電池実証事業（環境省補助

金）」事業採択に向けてに入ります。当局に説明

を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）資料の

２をごらんください。先ほどから蓄電池の重要性

っていうの、たくさん出てきますけども、特に甑

島における蓄電池っていうのは、非常に大きなも

のになっております。 

 １番に書いてありますように、現在、甑島にお

いては再生可能エネルギー、太陽光等を導入する

ことができない状況になっています。これは、新

聞報道等でも発表にあったとおりであります。 

 その理由は、島内の電力については、九州電力

さんのディーゼル発電によって賄われていますが、

島内の需要が少ないために、太陽光、風力等の変

動、出力変動の大きいものを入れますと、どうし

てもばらつき、ばたつきが出てしまうということ

で、変動を吸収する蓄電池を同時に導入しなさい

というふうになってます。そうしますと、事業者

が電池も一緒に持ってこないといけないというよ

うな状況になっているということでございます。 

 現在、御存じのとおりですけども、市は、甑島

の国定公園化を目指しておりまして、我々として

も甑島のエコアイランド化に向けて先進的な導入

ということで、低炭素社会ということで、電気自

動車、超小型モビリティといったものを導入して

いるところでございます。 

 ３番ですけども、島内の島民や市内企業の方が、

再生可能エネルギーの導入をできるような、低炭

素エネルギー社会を構築するとともに、あわせて、

そういった、島がブランド力のアップによって、

観光振興それから新しい産業観光といったものを

図れないだろうかということで、現在、甑島にお

ける蓄電池実証について、環境省の補助事業を活

用できないか、検討してるとこでございます。 

 なお、公募の期間は、先週の金曜日出ましたの

で、５月の１６日から６月の１３日までに公募っ

ていうのが出ておりまして、内容が２ページです

けども、めくっていただいて、新しい事業という

ことで、離島における低炭素地域づくり推進事業

ということであります。 

 １のところには、先ほど言いました本土と系統

がないオフブリッドの離島はＣＯ２が多くといった

ようなことで、先ほどの目的が書いてございます。 

 その中で、２の事業計画の業務内容の（２）の

低炭素地域づくりのための設備導入等ということ

で、地方公共団体・民間事業者等に３分の２の補

助というのが出ておりましたので、これに向けて

手を挙げていくということで、今、検討を進めて

いるということであります。 

 ３ページに、そのときに環境省が、これは予算

をとったときの、１枚の紙芝居でございますが、

事業概要のところに四角で囲ってあります（２）

のところの離島の特性を踏まえた先導的な再エネ

の導入や減エネの強化等、低炭素づくりのための

不可欠な設備導入を補助するというところの、約

８億円という予算がございましたので、今、右側

に絵がありますように、離島まるごと自立・分散

型炭素エネルギー社会構築といったような形で、

国が御支援をいただくという構想持っていますの

で、それらに合致するような施策がとれないだろ

うかということで、今、検討・研究してるという

ことで、事業進捗に加えまして、情報提供いたす

ものでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（森永靖子）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（江口是彦）甑島のエコアイランド化に

向けた取り組みをぜひ、国定公園化もありますの

で、進めてほしいんですが。今、最後に説明され

た国が２８億円もの予算を組んでやってますよね、

平成２６年の。これはちょっと内容知りませんの

で、長島が何か取り組んでると。屋久島のほうの

は、ちょっとわかってませんけど、身近には長島

のは何か見えてんですか。それと同じようなこと

をやるのか。もし具体的な取り組みがあるんでし

たら、イメージできると思いますので教えてくだ

さい。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）先ほど

御説明しました資料１の３５ページです。分散型

エネルギーインフラ導入可能性調査という、これ

が３５ページ、２２番なんですけども、これが総

務省の補助事業、１００％補助事業で、３１地区

国が選定していただいた中で、薩摩川内市と長島

町が選ばれてます。今委員がおっしゃるのはこの

事業、一緒です。これを発展させて、実際、総務

省のこの勉強した研究成果を、今度は環境省の補

助事業の中で実証実験のお金はとれないかという

ことで、今、勉強中というとこであります。この

ままその事業に、８地区に残る方法もありますが、

あわせて両方見合って、勉強を今しているという

ふうな状況であります。 

○委員（江口是彦）ありがとうございます。 

○委員長（森永靖子）ほかにありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑はないと認めます。 

─────────―――───── 

△委員長報告の取扱い 

○委員長（森永靖子）以上で、日程の全ては終

わりました。 

 なお、本日の調査内容について、次期定例会に

おいて委員長報告を行うこととしたいと思います

が、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）御異議はありませんので、

そのように決定しました。 

─────────―――───── 

△閉  会 

○委員長（森永靖子）それでは、次世代エネル

ギー対策調査特別委員会を閉会します。 

 御苦労さまでした。ありがとうございました。 
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